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衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
反
米
鬪
争
の
取
締
対
策
並
び
に
吉
田
総
理
大
臣
の
施
政
方
針
演
説
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
反
米
鬪
争
の
取
締
対
策
並
び
に
吉
田
総
理
大
臣
の
施
政
方
針
演
説
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書 

一 

一
九
四
五
年
九
月
十
日
附
の
言
論
及
び
新
聞
の
自
由
に
関
す
る
覚
書
等
に
違
反
す
る
行
為
は
、
今
後
も
法
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
従
い
嚴
重
に
取
り
締
る
。 

二 

最
近
右
の
違
反
行
為
で
組
織
的
な
も
の
が
増
加
し
て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
は
占
領
が
長
期
に
わ
た
つ
た
結
果
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。 

三 

政
府
と
し
て
は
、
た
と
え
い
か
な
る
行
為
で
あ
つ
て
も
、
法
に
違
反
す
る
行
為
に
対
し
て
は
、
当
然
取
締
を
行
う
べ
き
も

の
と
考
え
て
い
る
。 

四 

今
回
の
地
方
税
法
の
改
正
案
に
よ
り
負
担
の
増
加
す
る
税
種
は
、
市
町
村
民
税
と
固
定
資
産
税
で
あ
る
が
、
市
町
村
民

税
に
あ
つ
て
は
約
二
倍
の
増
加
と
な
り
、
固
定
資
産
税
に
あ
つ
て
は
土
地
家
屋
に
対
す
る
分
は
約
二
・
四
倍
、
償
却
資
産

に
対
す
る
分
は
新
税
で
る
か
ら
新
な
る
負
担
の
増
加
と
な
る
見
込
で
あ
る
。 



九 

国
家
財
政
の
許
す
限
度
に
つ
い
て
は
、
目
下
大
蔵
当
局
で
検
討
中
で
あ
る
が
、
改
訂
の
限
度
、
時
期
及
び
方
法
等
の
具

体
的
内
容
は
ま
だ
申
し
述
べ
る
ま
で
の
は
こ
び
に
至
つ
て
い
な
い
。 

五
、
六
、
七 

八 

公
務
員
諸
君
が
現
行
給
與
ベ
ー
ス
の
改
訂
を
要
望
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
の
趣
旨
の
請
願
、
陳
情
も
行
わ

れ
て
い
る
が
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
政
府
は
ベ
ー
ス
改
訂
が
国
家
の
財
政
経
済
全
般
に
及
ぼ
す
影
響
の
大
な
る
に
か
ん
が

み
て
、
公
務
員
諸
君
に
対
し
耐
乏
を
要
請
し
て
参
つ
た
の
で
あ
り
、
又
公
務
員
諸
君
も
こ
の
趣
旨
を
了
と
し
て
政
府
の
政

策
に
協
力
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。 

十 

日
本
共
産
党
機
関
紙
ア
カ
ハ
タ
は
、
本
年
七
月
十
八
日
無
期
限
の
発
行
停
止
の
措
置
が
と
ら
れ
た
の
で
、
こ
れ
に
よ
つ

て
諒
知
さ
れ
た
い
。 

御
質
問
の
点
に
関
し
て
は
衆
、
参
本
会
議
、
外
務
委
員
会
等
に
お
い
て
屢
々
説
明
し
た
通
り
で
あ
る
か
ら
右
に
よ
り
御
承

知
あ
り
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




